
裏面あり 

知的障害者おむつ購入費助成のご案内 

在宅で日常生活上紙おむつを必要とする方に、１年度に１回、知的障害者おむつ購入助成券を交付

します。助成券はつくば市内の取扱店舗で利用できます。 

対象者 療育手帳（Ⓐ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の交付を受けている 

助成額 

一人につき 助成券（2,500円券）×24枚 

※申請時期により、交付枚数が異なります。 

４月～６月  24枚 

７月～９月  18枚 

10月～12月   12枚 

１月～３月  ６枚 

※同一年度内につくば市在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成券の給付を受けた場

合に限り、差額を支給する場合があります。 

備考 

医療機関に入院中の方、福祉施設に入所中の方、３歳未満の方は対象になりません。ま

た、障害者日常生活用具給付事業により紙おむつの給付を受けている方は対象となりませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（申請方法） 

■電子申請  

右記の QR コードから電子申請の画面に移動します。 

いばらき電子申請の利用者登録をしていない場合は「利用者登録せずに 

申し込む方はこちら」を選択して手続きに進んでください。 

 

■障害福祉課窓口（本庁舎 39番窓口） 

■郵送 ホームページ等で申請書をダウンロードして下記送付先に必要書類を揃えて御提出をくださ

い。 

 

（必要書類）※ 郵送申請の場合、療育手帳の写しを添付してください。 

① 療育手帳 

② つくば市知的障害者紙おむつ購入費助成申請書 ※ホームページからダウンロード可 

 

【 問合せ及び送付先 】 

〒305-8555 

つくば市研究学園一丁目１番地１ 

つくば市 福祉部障害福祉課 総合支援係 

電話 029-883-1111（内線 2212） ＦＡＸ 029-868-7544 

メールアドレス：wef024@city.tsukuba.lg.jp 

 



（申請の流れ） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 申請書類に基づき給付決定 

 

③ 助成券発行 

〇 助成券により紙おむつ・

尿取りパットを購入。 

〇 自己負担分を登録店舗

又は契約業者に支払い、

商品を受け取る。 

手続き終了 

申請者 

市役所 

① 申請書を市役所へ提出 

申請者 

登録事業所 

④ 助成券 

商品受け渡し 

自己負担分

の支払い 

⑤ 請求 ⑥ 支払い 

〇申請者に商品引渡し、 

 助成券及び領収書と請求書を 

市役所へ提出する。 


